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阿蘇市阿蘇農村公園あぴか指定管理者募集要項 

 

阿蘇市では平成１８年９月から公の施設の効果的・効率的な管理運営による住民サ

ービスの向上と経費の節減を図ることを目的に「指定管理者制度」を導入しています。 

今回、指定期間が令和７年３月３１日で満了します「阿蘇市阿蘇農村公園あぴか」

について、引き続き設置目的を効率的に達成するため、地方自治法第２４４条の２第

３項及び阿蘇市公の施設における指定管理者の手続きに関する条例第４条の規定に基

づき、指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名称（総称：阿蘇市阿蘇農村公園あぴか） 

多目的グラウンド 

陸上競技場 

弓道場 

フェスタ広場 

（２）所在地 

〒８６９－２２２５ 熊本県阿蘇市黒川６５６番地外 

（３）施設の設置目的、役割等 

農村公園あぴかは、市民の体育向上と健康増進、都市と農村との交流を目

的とした拠点施設です。 

「あぴか」とは、阿蘇に光り輝くような施設になってくれという願いと、

未来の阿蘇の発展・人々のふれあう姿も光り輝くものであるようにという思

いを込めて名づけられました。阿蘇郡市内では、メインスタンドを有する唯

一の陸上競技場、多目的グラウンド(ナイター設備)、弓道場と、スポーツ施

設の他、フェスタ広場、ちびっ子広場等があり、スポーツ大会やスポーツ合

宿、イベント等に幅広く利用されています。 

（４）施設の沿革 

平成１０年４月（施設供用開始） 

平成１８年９月１日指定管理者制度導入 

平成２８年の熊本地震により陸上競技場全面改修、ジョギングロード部分復

旧、メインスタンド廻り地盤沈下復旧 

（５）施設内容、規模等 

  管理業務仕様書のとおり（別紙１） 

（６）現在の管理運営体制 

  (株) ＡＳＯワークネット（指定管理者） 

（７）施設の利用実績 

    利用実績表のとおり 

（８）管理物品 

   管理物品は「別紙２ 物品一覧表」で示した備品を市から無償で貸与します。 

   なお、管理物品の取扱いについては、協定で定めるものとします。 

   また、市が無償で貸与する以外の備品（設備機器類を含む）が必要な場合は、

指定管理者が負担するものとします。 
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２ 募集のスケジュール 

※募集要項の配布期間を令和６年７月１日（月）～令和６年８月３０日（金）の 

午前８時３０分～午後５時としています。 

（１）質問受付期間 

    募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

① 受付期間  令和６年７月１日（月）～令和６年７月３１日（水） 

         午前９時～午後５時（土・日・祝日を除きます） 

② 受付方法  「指定管理者指定申請に関する質問書」に記入の上、電子メール 

又はＦＡＸで提出してください。 

         送付先：阿蘇市役所教育部教育課 担当：北里 

         Ｅ-mail：kyouiku＠city.aso.lg.jp 

         ＦＡＸ：０９６７－２２－５２０５ 

③ 回答方法   令和６年８月５日（月）から令和６年８月９日（金）までに 

  質問者に対し電子メール又はＦＡＸで回答します。 

（２）現地説明会の実施 

    現地説明会を次により実施します。 

① 開催日時  令和６年８月６日（火） 

午前１０時から１時間程度 

② 開催場所  阿蘇市阿蘇農村公園あぴか 

  ③ 申込方法  「指定管理者募集に関する現地説明会 参加申込書」に記入の上、

電子メール又はＦＡＸで申込みください。 

         送付先：阿蘇市役所教育部教育課社会体育係 担当：北里 

Ｅ-mail：kyouiku＠city.aso.lg.jp 

         ＦＡＸ：０９６７－２２－５２０５ 

④ 申込期限  令和６年７月３１日（水）午後５時まで 

  ⑤ そ の 他  現地説明会への参加人数は、１団体３名までとします。 

         必ず事前申込が必要です。事前申込をせず当日直接の参加はお断

りします。また、日時の変更には応じられません。 

（３）申請書の事前確認 

    提出書類が揃っているか事前に確認を行いますので、前もって担当者に連絡

して日程を決めてください。 

申請書に不足・不備があった場合、失格となることがありますのでご注意く

ださい。この確認は審査ではありませんので、申請価格等は記載しなくても構

いません。質問に係る回答を８月９日（金）までとしていますのでご承知くだ

さい。 

（４）申請書提出先及び提出期間 

  ① 提 出 先  阿蘇市役所教育部教育課 担当：北里  

          〒８６９－２６９５ 

熊本県阿蘇市一の宮町宮地５０４番地１ 

          電話 ０９６７－２２－５２０５（直通） 

  ② 提出期間  令和６年７月８日（月）～令和６年８月３０日（金） 

午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日を除きます） 

郵送の場合、書留郵便により令和６年８月３０日（金） 

午後５時までに必着すること。提出期限は厳守してください。 



 - 3 - 

電子メール、ＦＡＸでの提出は認めません。 

  ③ 提出部数  申請書類等を正本１部、副本（コピー）８部提出してください。

詳しくは「４ 申請書類等」をご覧ください。 

          提出書類は、原則として日本工業規格Ａ４版とし、１部ずつ綴

じて提出してください。また、提出書類毎にインデックスを付し

てください。 

※全部数を封筒に入れてクチ・セナカ・シリを団体印（もしくは団体代表者

私印可）で封印のうえ提出すること。 

 

３ 応募資格 

 次の要件を満たす法人その他の団体であることを応募資格とします。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

  ② 過去３年間において、阿蘇市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置

要領に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

  ③ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消を受けたことが

ないこと。 

  ④ 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続を行っていないこと。

また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実が

あり、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

  ⑤ 市税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

 ⑥ 労働者災害補償保険に加入していること。 

 ⑦ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が県知事に対して行われ、当該状

態が常態化する等、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこ

と。 

 ⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力

団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。 

 ⑨ 国等が行う各種統計調査に全て協力していること。 

  ⑩ その他当該施設を管理運営するに当たり、市が必要と認める要件を有してい

ること。 

 ※ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意し

てください。 

  ⑪ 代表団体を選出し、市とのやりとりについては代表団体が行うこと。 

  ⑫ 申請書の記名押印等については、応募者全員が行うこと。 

  ⑬ 「４ 申請書類等」の（３）については、応募者それぞれについて提出する

こと。 

  ⑭ 申請については、一申請者につき一提案に限ります（重複申請の禁止）。 

また、グループの構成員は他のグループの構成員となり又は単独で申請を行

うことはできません。 

    なお、グループの全ての構成員が「３ 応募資格」の①から⑨までの全てを

満たすことが必要です。 

 

４ 申請書類等 

 申請に当たっては、次の書類を市に提出（正本１部、副本（コピー）８部）してく

ださい。市が必要と認める場合、追加資料の提出を求めることがあります。 
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また、申請書類等の申請に要する経費はすべて申請者が負担し、審査終了後におい

ても、申請書類等の返却はしませんのでご了承願います。 

なお、申請書類等は公表することがありますので、公表できない書類や内容がある

場合には、申請者の責任において公表できない理由を明確にされ、提出の際に申し出

てください。 

（１）指定管理者指定申請書（別記様式） 

（添付資料） 

① 当該施設の指定期間内における管理業務に関する各年度の事業計画書及び収

支予算書（※５（２）の選定基準と配点を熟読の上、作成してください。） 

② 定款（寄附行為）の写し 

③ 登記簿謄本（法人以外の場合（３）を参照） 

④ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録 

（２）申請者が法人である場合は、次に掲げる書類 

  ① 法人の設立趣旨、運営方針、事業内容等の概要が分かるもの 

  ② 法人の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

③ 指定の申請に関する意思決定を証する書類（総会等の議事録等、議題名のみ

は不可） 

④ 法人の事業計画書及び収支予算書 

  ⑤ 法人の事業報告書及び収支計算書（過去３年分） 

⑥ 法人税・消費税及び地方消費税に係る納税証明書（もしくは未納が無い証明

書） 

  ⑦ 法人事業税・法人県民税に係る納税証明書（もしくは未納が無い証明書） 

⑧ 法人の市区町村税の納税証明書（もしくは未納が無い証明書） 

   ⑨ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用してい

ない事業者は除く） 

 ⑩ 当該施設の管理に従事を予定している従業員名簿 

（３）申請者が法人でない場合は、次に掲げる書類 

  ① 規約、会則等（団体の設立趣旨、運営方針、事業内容等の概要が分かるもの） 

  ② 団体の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

  ③ 団体代表者の住民票の写し 

  ④ 団体構成員全員の名簿 

⑤ 指定の申請に関する意思決定を証する書類（総会等の議事録等、議題名のみ

は不可） 

⑥ 団体の事業計画書及び収支予算書 

⑦ 団体の事業報告書及び収支計算書（過去３年分） 

⑧ 団体構成員全員の市町村税に係る納税証明書（もしくは未納が無い証明書） 

  ⑨ 当該施設の管理に従事を予定している者の名簿 

（４）グループで申請する場合は、グループ構成員表及びグループの協定書（構成員

の代表団体、役割分担、代金請求団体、受領団体等を明らかにした書類） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

５ 選定方法及び選定基準 

（１）選定方法 

    指定管理候補者の選定は、阿蘇市指定管理候補者選定委員会（以下「選定委
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員会」という。）において、各委員が次の選定事項に従い審査した評点の合計が

最も高い申請者を指定管理候補者として選定します。 

    また、選定委員会の委員に対してプレゼンテーション（提案説明）を実施し

ていただく場合があります。日程は追って連絡します。 

    なお、応募資格を満たさない応募者については、審査の対象外（無効）とし

ます。 

（２）選定基準と配点 

№ 選定項目 審査項目 内容 配点 

１ 事業計画の内容が、住

民の平等な使用を確

保するものであるか 

施設の設置目的及び

市が示した管理の方

針 

施設の設置目的を理解しているか 10 

市が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか  

団体の経営モラルは適切か 

平等な利用を図るた

めの具体的手法及び

期待される効果 

事業等の内容に偏りはないか 

生活弱者等へ配慮されているか 

２ 事業計画書の内容が、

当該公の施設の効用

を最大限に発揮させ

るものであるか 

利用者の増加を図る

ための具体的手法及

び期待される効果 

年間の広報計画の内容は適切か 20 

利用拡大の取り組み内容は適切か 

地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られているか 

サービスの向上を図

るための具体的手法

及び期待される効果 

サービスの向上のための取り組み内容は適切か 

募集要項に示した内容の提案は適切か 

自主事業の提案は市が意図した企画となっているか 

全体的に施設の整備、機能を活用した内容となっているか 

施設の維持管理の内

容、適格性及び実現の

可能性 

求めている内容が事業計画書で提案されているか 

施設管理、安全管理は適切か 

維持管理は効率的に行われているか 

３ 事業計画書の内容が、管

理に係る経費の縮減が図

られるものであるか 

施設管理運営に係る

経費の内容 

施設管理運営において、経費縮減の創意工夫が示されて

いるか 

20 

４ 事業計画書に沿った

管理を安定して行う

物的能力及び人的能

力を有しているか 

収支計画の内容、適格

性及び実現の可能性 

施設管理運営に係る収支計画等は適正に計画され、収入、

支出の積算と事業計画の整合性は図られているか 

30 

収支計画の実現可能性があるか 

安定的な運営が可能

となる人的能力 

職員体制は十分か 

職員採用、確保の方策は適切か 

職員の指導育成、研修体制は十分か 

安定的な運営が可能

となる経理的基盤 

団体の財務状況は健全か 

金融機関、出資者等の支援体制は十分か 

類似施設の運営実績 類似施設を良好に運営した実績はあるか 

５ その他、施設の設置目

的を達成するために

必要と認める事項 

情報の管理 個人情報保護のための適切な措置がとられているか 20 

公益性の理解 公の施設の管理に関し、公益性の理解があるか 

情報公開 阿蘇市情報公開条例の規定について、理解があるか 

人権擁護 人権擁護のための適切な措置がとらえているか 

苦情解決の方法 苦情解決の方法のための適切な措置がとられているか 

合  計 100 
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（３）無効又は失格 

    本要項中に記載しているほか、次の事項に該当する場合は、無効又は失格と

なることがあります。 

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかった場合 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

④ 虚偽の内容が記載されている場合 

⑤ 審査に対し不当な要求を申し入れた場合 

⑥ 選定委員会委員に個別に接触した場合 

⑦ その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められ

る場合 

 

 

（４）選定結果の通知 

    選定結果については、各申請者に文書で通知します。 

    なお、審査内容や他の申請者などに関する質問等にはお答えできませんので、

あらかじめご了承ください。 

（５）候補者選定後における手続き 

  指定管理者の指定には、阿蘇市議会の議決が必要となります。 

  このため、市は指定管理者の候補者に対して、必要に応じて提案内容の趣旨を変

更しない範囲において内容の修正を求めることができるものとし、指定管理者の候

補者はこの修正協議に応じなければなりません。 

  なお、修正協議が整わない場合には、当該指定管理者の候補者から除外する場合

があります。 

  また、議会による議決が得られなかった場合、市は、指定管理者の候補者が準備

等に要した経費など一切の費用補てんは行いません。 

 

６ 管理の基準 

（１）基本的方針 

     指定管理者は、阿蘇市総合グラウンド条例及び同施行規則、関係法令等を遵

守し、阿蘇市阿蘇農村公園あぴかの設置目的に適合した管理と運営をします。 

（２）休館日 

休館日は、１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで、

毎週月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律第３条の規定により休日とされ

る日にあたるときは、その日以後において最も近い業務を行う日とする。） 

ただし、指定管理者は、市長の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、また

は休館日以外の日に休館することができます。 

（３）利用時間 

    阿蘇市総合グラウンド条例第５条の規定に基づき、午前７時から午後１０時

までとします。 

ただし、市長が特に必要があると認めたときは、利用時間を変更することが

できます。 

（４）料金体系 

    阿蘇市総合グラウンド条例に基づくものとします。 
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（５）法令遵守等 

    管理運営業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守すること。 

  ① 阿蘇市総合グラウンド条例及び同施行規則 

  ② 地方自治法、同施行令、同施行規則、その他行政関係法令 

  ③ 労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令 

  ④ 建築基準法、消防法ほか関係法令 

  ⑤ その他 

   ア 指定管理者は、施設の管理に関して知り得た個人情報の保護を図るため、

個人情報の保護に関する法律第６６条第２項の規定に従い、協定において定

める安全確保の措置を講じなければならない。 

   イ 指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使する

ときは、阿蘇市行政手続条例第２章の規定によること。 

     また、同条例第１３条の規定に基づき、指定管理者がしようとする不利益

処分に係る意見陳述のための手続きは市が行います。 

   ウ 指定管理者は、阿蘇市行政手続条例の規定に従い審査基準（第５条関係）、

標準処理期間（第６条関係）を定め、これを事務所において備付けその他適

当な方法により施設の利用者に公にしなければならない。 

エ 指定管理者が行う阿蘇市阿蘇農村公園あぴかの利用者に対しての各種の指

導については、阿蘇市行政手続条例第４章の規定の適用はないが、指定管理

者は、これらの指導に当たっては、市の機関に準ずるものとして、同章の趣

旨に則り適切に行うこと。 

オ 管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁

的記録は、阿蘇市情報公開条例に規定する公文書として適正に保管し、阿蘇

市文書規程（平成１７年訓令第５号）第３１条に準じ保存すること。指定期

間が満了し、又は指定の取消しを受けたときは、市の指示に従って引き渡す

ものとする。 

カ オの文書等について、市長に対し個人情報の保護に関する法律に基づく個

人情報の開示の請求又は阿蘇市情報公開条例に基づく公文書の開示の請求が

あった場合において、市長からこれらの請求に係る文書等の提出を求められ

たときは、これに応じること。 

キ 指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果

ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、

廃棄物の適正処理に努めること。 

     また、環境に配慮した商品等の購入（グリーン購入）に努めること。 

（６）業務の一括委託の禁止 

    指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは

できません。ただし、業務の一部について、あらかじめ市が認めた場合は、こ

の限りではありません。 

（７）備品及び物品の管理 

    指定管理者は、施設の備品及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（８）利用者への周知 

    指定管理者は、指定管理者の名称と連絡先、市の所管課名と連絡先を施設内

に表示し、又はパンフレット等に明記する等、指定管理者が管理運営している

市の施設であることを明示すること。 
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（９）守秘義務 

    指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たり、業務上知り得た内容を第三者

に漏らしたり、自己の利益のために使用したりすることを禁止します。指定期

間が終了した後も同様とします。 

（10）事業計画書及び収支予算書の提出 

    指定管理者は、次年度の事業計画書及び収支予算書について、あらかじめ市

と調整を図った上で作成し、原則として毎年度１０月末までに提出してくださ

い。 

（11）事業実績報告書の提出 

    指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に次の事項に関する事業報告書を作

成し、市長に提出していただきます。 

  ① 指定管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 利用料金の収入実績 

  ④ 指定管理業務に要した経費の収支状況 

  ⑤ その他管理の実態を把握するための文書 

（12）市内雇用及び市内発注等への配慮について 

    指定管理者が行う管理業務に必要な人員については、特別な理由がある場合

を除き、阿蘇市内居住者からの雇用を図っていただくとともに、現指定管理者

からの雇用の継承についても配慮してください。また、業務の発注や物品の調

達等においても市内事業者への発注に努めてください。 

（13）その他 

    管理の基準の細目については、市と指定管理者で締結する協定で定めるもの

とします。 

 

７ 指定の期間 

 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとします。ただし、管理を継続す

ることが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。 

 

８ 業務の範囲 

 指定管理者が行う指定管理業務は、次のとおりとします。 

（１）施設の運営管理に関する業務 

（２）施設の使用許可に関する業務 

（３）施設及び設備等の維持管理に関する業務 

（４）自主事業に関する業務 

  ａ 指定管理者は、自主事業として自らの予算において、積極的に企画し実施す

るものとする。なお、自主事業の実施により収益が発生した場合は、その収益

は指定管理者の収入とします。 

  ｂ 自主事業の内容は、市長の承認を得て、原則として施設設置の目的に沿った

ものであること。 

（５）管理上、市長が必要と認める業務 

① 施設管理に関する業務 

   ア 施設、各種設備の点検 

   イ 燃料費（灯油、重油、ガス）及び電気料、上下水道等の光熱水費の支払い 
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   ウ 消耗品の調達、備品及び物品の管理 

   エ 修繕工事等（別途協定書に定める軽微なものに限る。） 

   オ 水質検査等 

   カ 植栽管理、駐車場の管理に関する業務 

② 清掃に関する業務 

  ③ 利用管理に関する業務 

   ア 利用案内、利用指導、利用促進、公聴広報等 

   イ 事故、災害等緊急時の対応 

   ウ 関係機関との連絡調整等 

   エ 施設利用状況等の調査、報告 

 ④ ①～③に掲げる事項のほか、別紙管理業務仕様書に定めるとおり 

  ⑤ その他、阿蘇市阿蘇農村公園あぴかの管理に関する事務のうち、行政財産の

目的外使用許可（地方自治法第２３８条の４第４項）、不服申立に対する決定

（同法第２４４条の４）など法令等により市長のみ権限を属することを定めら

れている事務を除く業務 

 

９ 管理に要する経費 

（１）利用料金 

    施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収

入として収受することができる「利用料金制」を採用します。 

    指定管理者は、利用料金収入及びその他の収入により管理運営することとな

ります。 

    利用料金については、阿蘇市総合グラウンド条例第１３条で定める額の範囲

内で、市長の承認を得て、指定管理者が定めることができます。 

（２）管理運営経費及び納付金 

  ①指定管理料 

   利用料金制度を採用する場合、通常、施設の管理運営経費見込額（人件費、

物件費（消耗品費、光熱水費、設備保守点検費、維持管理費用等）、事務費等の

管理運営に要すると見込まれる費用の総額）から利用料金収入見込額を差し引

いた額を指定管理料の額としています。 

    指定管理者制度において、市は選定された指定管理者が提示した額を上限と

して指定管理料を支払います。指定管理料の上限額（以下「基準価格」という。）、

支払時期、方法等については、市と指定管理者との間で締結する年度協定書に

よって決定することとします。 

    阿蘇市阿蘇農村公園あぴかの管理運営に係る指定管理料の基準価格について

は次のとおり設定しております。応募者は、申請に当たって基準価格の範囲内

で、各年度の指定管理料に基づいて事業計画書及び収支予算書を作成してくだ

さい。基準価格を超える提案があった場合には、当該申請は失格としますので

ご注意ください。 
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  基準価格   １１，３２７千円（消費税は含みません） 

     （年度内訳） 

令和 ７年度 ２２，６５４千円 

令和 ８年度 ２２，６５４千円 

令和 ９年度 ２２，６５４千円 

令和１０年度 ２２，６５４千円 

令和１１年度 ２２，６５４千円 

   

③ 変動納付額 

     阿蘇市阿蘇農村公園あぴかの指定管理者となったときは、収入額（利用料

金収入）から管理運営経費を差し引いた額につき、下記のとおり指定管理者

としての期間中、毎年度、市に納付していただきます。納付の方法は、別途

定めることとします。 

（「利用料金収入」－「管理運営経

費」＝【Ａ】 
市への納付金 

【Ａ】が、０円以下の場合 

（市の補填はありません） 
０円 

【Ａ】が、０円を超え、１００万円

以下の場合 
市への納付の必要は無い 

【Ａ】が、１００万円を超える場合 （【Ａ】－１００万円）×５０％の額 

  ※ 市への納付金算出において、千円未満は切り捨てとする。 

    ただし、災害等その他の事由により相当の期間営業ができない等特別な事情

が発生したときは、当該年度の納付額について市と指定管理者との間で協議の

上、決定するものとします。 

（３）管理口座・区分経理 

    指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、当該業務専用の口座により

管理してください。 

    また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分

して整理してください。 

（４）開業準備経費 

    指定管理者は自らの負担において開業準備を行うものとし、それに係る経費

について市は一切負担しません。 

 

１０ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

    指定管理者の指定には、阿蘇市議会の議決が必要です。 

    なお、指定については、指定の相手方に通知するとともに、告示を行います。 
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（２）協定の締結 

    指定管理者の指定の後に、指定管理者と市は協議の上、指定管理業務に関し

指定期間の包括的な事項を定めた「基本協定」及び初年度の納付金を含む実施

事項を定めた「年度協定」を締結します。年度協定は、年度ごとに協議の上、

更新します。 

    なお、指定管理者が法人等のグループである場合には、協定の締結時に構成

員全員の同意書を提出してください。 

（３）留意事項 

  ① 指定の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認

められる事情が生じたときは、指定の議決においても、指定しないことがあり

ます。 

  ② 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指

定を取消し、協定を締結しないことがあります。 

   ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

   イ 資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認めるとき。 

   ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと

認められるとき。 

 

１１ その他 

（１）指定管理者の責任履行に関する事項 

  ① 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設

利用者に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告

しなければなりません。 

  ② 指定管理者は、事業継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合は速

やかに市に報告しなければなりません。その場合の措置については（２）のと

おりとします。 

  ③指定管理者は、指定管理期間が終了する概ね１週間前までには、施設及び設備

を速やかに原状回復するとともに、次期管理者からの求めに応じ、事務及び運

営などの引継ぎを円滑に行わなければなりません。 

  ④ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、

協定で定めることとします。 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

  ① 指定管理者の責に帰すべき事由による場合 

     指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、

市は指定の取消しをすることができるものとします。その場合は、市に生じ

た損害は指定管理者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑

かつ支障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うもの

とします。 

  ② 当事者の責に帰することができない事由による場合 

     市又は指定管理者が、不可抗力その他市及び指定管理者双方の責に帰すこ

とのできない事由により、業務の継続が困難になったと判断した場合には、

両者は事業継続の可否等について協議するものとします。協議の結果、業務

の継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の指定の取消し、又は業務の

全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。 
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     また、一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知

することにより協定を解除できるものとします。 

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理

運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

  ③ 指定管理者の指定取消後の対応 

     指定管理者の指定取消後、他の団体等と、指定管理候補者としての協定締

結について協議を行うことがあります。 

  ④ その他 

     前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置につい

ては、協定で定めます。 

（３）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

    協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合

については、市と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 

（４）リスク分担に対する方針 

    市と指定管理者のリスク分担は、下表のとおりとします。 

    ただし、下表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないリスクが生じた

場合は、市と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定します。 

 

項目 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変更に伴う経費の増 協議により定める 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ● 

周辺地域住民

への対応 

地域との協調  ● 

指定管理業務の内容に対する住民からの要望等  ● 

上記以外の事項 ●  

法令の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす法令の変更 ●  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令の変更  ● 

税制度の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす税制度の変更 ●  

一般的な税制度の変更  ● 

政治・行政的

理由による事

業変更 

政治・行政的な理由により、施設管理・運営業務の継続に支障が生

じた場合又は指定管理業務の内容変更を余儀なくされた場合の経

費及びその後の当該事情による増加経費負担 

協議により定める 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その

他市又は指定管理者のいずれの責に帰すことができない自然的又

は人為的な現象）に伴う施設・設備の復旧経費及び業務履行不能 

協議により定める 

書類の誤り 
仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ●  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの  ● 

資金調達 
市から指定管理者への支払遅延によって生じた事由 ●  

指定管理者から業者への支払遅延によって生じた事由  ● 
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項目 内容 
負担者 

市 指定管理者 

施設・設備の

損傷 

指定管理者の故意又は過失によるもの  ● 

施設・設備の設計、構造上の原因によるもの ●  

上記以外の経年劣化、第三者行為で相手が特定できないもの等（20

万円以下のもの） 
 ● 

上記以外の経年劣化、第三者行為で相手が特定できないもの等 

（上記以外のもの） 
●  

資料等の損傷 
管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ● 

上記以外の事由によるもの ●  

第三者への賠

償 

管理者としての義務を怠ったことにより損害を与えた場合  ● 

上記以外の事由により損害を与えた場合 ●  

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ● 

事業終了時の

費用 

指定管理期間が終了した場合又は期間中途において業務を廃止し

た場合における事業者の徴収費用 
 ● 

 

１２ 添付書類・様式 

（１）添付書類 

  ① 阿蘇市総合グラウンド条例及び同施行規則 

  ② 管理業務仕様書 

  ③ 利用実績表 

（２）様式 

  ① 指定管理者指定申請書 別記様式（第２条関係） 

  ② 事業計画書（様式１） 

③ 収支予算書（様式２） 

  ④ 誓約書（様式３） 

  ⑤ 指定管理者指定申請に関する質問書（様式４） 

  ⑥ 指定管理者募集に関する現地説明会 参加申込書 

 

１３ 問い合わせ先・担当 

    郵便番号    〒８６９－２６９５ 

住  所    熊本県阿蘇市一の宮町宮地５０４番地１ 

    担当課名    阿蘇市役所教育部教育課社会体育係 

    担当者名    北里 

    電話番号    ０９６７－２２－３２２９（直通） 

    ファックス番号 ０９６７－２２－５２０５ 

    メールアドレス kyouiku＠city.aso.lg.jp 



別紙１ 

阿蘇市阿蘇農村公園あぴか管理業務仕様書 

１ 趣旨 

本仕様書は、阿蘇市阿蘇農村公園あぴか（以下「農村公園あぴか」という。）の指定管理

者が行う業務の内容及び履行方法等について定める。 

２ 施設の概要 

（１）名  称 阿蘇市阿蘇農村公園あぴか 

（２）所 在 地 阿蘇市黒川６５６番地外 

（３）規 模 等 敷地面積 １８８，０００㎡ 

①陸上競技場 ２４，０００㎡ 

②多目的グラウンド ３４，０００㎡ 

③弓道場 

④農業フェスタ広場 １５，０００㎡ 

⑤陸上競技場周辺ジョギングコース 

⑥アートパーク（小公園） ５，０００㎡ 

⑦ちびっこ広場（小公園） ５，２００㎡ 

⑧駐車場他 １０４，８００㎡ 

（４）施設概要 ①陸上競技場（全天候型スーパーⅩ）、トラック（４００ｍ×８コース）、

フィールド（正式サッカー競技芝コート１面）、メインスタンド（座席

数５５０）、シャワー室 

②多目的グラウンド（野球２面、ソフトボール４面、照明施設完備） 

③弓道場（近的射場６人立、遠的射場３人立、アーチェリー使用可、照明

施設完備） 

④農業フェスタ広場（全芝生） 

⑤陸上競技場周辺ジョギングコース（１．５ｋｍ 全天候型ゴムチップ） 

３ 休場日   １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで、毎週月

曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律第３条の規定により休日とされる日

にあたるときは、その日以後において最も近い業務を行う日とする。） 

４ 利用時間  午前７時から午後１０時までとする。 

５ 管理等に関する基本的内容 

指定管理者は体育館の管理のため、阿蘇市総合グラウンド条例に基づき、常に公共性

の保持に努め、次の業務を行うこと。 

（１）施設利用者の受付に関する業務。 

（２）施設及び付属品等の整備及び保守、保安に関する業務。 

（３）施設等の使用許可及びその取消し並びに停止命令に関する業務。 

（４）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認める業務。 

（５）施設の運営管理に伴う関係法令に関する業務。 

６ 管理業務の範囲 

（ア）事務処理 

・予約受付（予約台帳作成）、申請書送付、使用料の徴収、使用料の納付、領収証の発

行、館内巡視、月報、年報等の作成 

（イ）施設のメンテナンス 

・グラウンドの整備、弓道場の清掃、除草、故障箇所の修繕、トイレ清掃、多目的広場

会議室の清掃、屋外男女トイレ（４箇所）の清掃、場内のゴミ及び落葉の清掃・樹木



などの剪定、スポーツ用具のメンテナンス、作業機械のメンテナンス（芝払機「モ

ア」、トラクター、刈払機、スイーパー） 

（ウ）芝に関する整備 

・芝刈り：陸上競技場８，０００㎡、多目的グラウンド２７，０００㎡、農業フェスタ

広場１５，０００㎡、ちびっこ広場５，２００㎡ 

・更新作業：バーチカル（根切り）作業、サッチ（腐れ芝）除去作業、エアレーション

（土壌活性化）作業、芝張替え、施肥、施薬、芝地目土作業 

（エ）消防設備の点検 

・消防法に関する法定点検に実施（消防用設備点検及び防火対象物点検） 

（オ）遊具点検 

・遊具点検の実施（設置遊具等の点検） 

７ 法令等の遵守 

次に掲げる法令のほか、関連する法令は、それを遵守しなければならない。 

（１）地方自治法２４４条第２項及び同３項 

（２）阿蘇市総合グラウンド条例及び同施行規則 

（３）協定の期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容を遵守する。 

（４）消防法（第４章 消防の設備等）第１７条の３第３項 

８ 物品の管理及び帰属 

（１）指定管理者は、物品管理簿を備えてその保管に係る物品を整理し、異動が生じた場

合は市に報告するものとする。 

（２）指定管理者が、備品を購入しようとするときは、あらかじめ市に協議し承認を得る

ものとする。 

（３）指定管理者が委託料以外をもって備品等を設置しようとする場合は、あらかじめ市

に協議し承認を得るものとする。 

９ 管理が困難となった場合の措置 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により、適切な施設の管理が困難になったと認め

られる場合は、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化し、施設の管理が困難と認め

られる場合は、市は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。 

なお、この場合、市に生じた損害は、指定管理者が市に賠償しなければならない。 

（２）不可抗力その他、市は指定管理者の責めに帰することができない事由により、施設

の管理が困難となった場合は、市と指定管理者は、管理の継続の可否について協議を

行うものとする。 

なお、協議の結果、当該指定管理者により施設の管理が困難と判断した場合は、市は

指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。 

10 協定の締結 

市と指定管理者は、業務を実施するうえで必要となる事項について協議を行い、これ

に基づき協定書を締結する。さらに、必要がある場合には、別途年度協定を締結するこ

とができるものとする。 

11 留意事項 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、農村公園あぴかの管理について、

定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市と協議のうえ解決するものとする。 



（単位：人）

陸上競技場 弓道場
多目的
グラウンド

フェスタ広場
ちびっこ広

場
駐車場 北側広場

会議室・放送
室・本部席 外　周 計

4月 958 62 1,494 210 180 0 94 20 656 3,674

5月 899 83 2,012 253 154 330 210 50 600 4,591

6月 495 64 850 114 122 180 250 22 443 2,540

7月 1,280 155 2,790 350 220 0 0 80 450 5,325

8月 1,790 280 3,150 426 180 560 0 120 655 7,161

9月 1,330 164 2,893 116 180 516 0 55 489 5,743

10月 1,660 103 2,007 100 70 340 200 0 400 4,880

11月 1,050 65 1,115 50 55 220 200 50 540 3,345

12月 280 55 548 0 0 140 0 35 400 1,458

1月 866 48 431 0 69 0 0 89 355 1,858

2月 138 45 520 0 150 0 0 0 500 1,353

3月 764 89 880 200 0 53 0 48 380 2,414

合計 11,510 1,213 18,690 1,819 1,380 2,339 954 569 5,868 44,342

阿蘇市農村公園あぴか利用状況一覧（施設別明細）

令和５年度

利用実績表（農村公園あぴか）



行事 スポーツ 計 小中学生 高校生 一般 計 男 女 計

４月 150 3,524 3,674 1,065 1,334 1,275 3,674 2,759 915 3,674

５月 450 4,141 4,591 1,130 1,489 1,972 4,591 3,071 1,520 4,591

６月 0 2,540 2,540 730 386 1,424 2,540 1,800 740 2,540

７月 0 5,325 5,325 2,300 1,345 1,680 5,325 3,425 1,900 5,325

８月 760 6,401 7,161 2,499 1,840 2,822 7,161 4,500 2,661 7,161

９月 280 5,463 5,743 1,600 1,520 2,623 5,743 3,770 1,973 5,743

10月 330 4,550 4,880 1,998 855 2,027 4,880 3,100 1,780 4,880

11月 0 3,345 3,345 1,030 480 1,835 3,345 2,250 1,095 3,345

12月 0 1,458 1,458 439 120 899 1,458 900 558 1,458

１月 500 1,358 1,858 445 220 1,193 1,858 1,271 587 1,858

２月 60 1,293 1,353 420 60 873 1,353 950 403 1,353

３月 0 2,604 2,604 610 692 1,302 2,604 1,740 864 2,604

合計 2,530 42,002 44,532 14,266 10,341 19,925 44,532 29,536 14,996 44,532

阿蘇市農村公園あぴか利用状況一覧（利用者明細）
令和５年度 （単位：人）

利　　用　　内　　容 年　　　代　　　別 性　　　　　別

利用実績表（農村公園あぴか）


